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石見銀山世界遺産登録 15周年記念観光イベント支援事業補助金の募集案内 

 

１．趣旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、大田市内で実施される各種誘客イベント等は中止、延期、

規模縮小を余儀なくされており、地域活動の停滞が危惧されています。 

そこで、令和４年に迎える石見銀山世界遺産登録 15 周年を契機に、県内外から大田市への観光誘

客を促進させることを目的として、大田市の観光資源等を活用したイベントを企画・実施する事業者

等に対して関係経費を補助するものです。 

 

２．募集期間 

  令和４年５月１８日（水）～令和５年１月３１日（火） 

  ※予算に達した場合、募集を終了します。 

 

３．事業実施期間 

  交付決定日～令和５年３月１５日（水） 

  ※交付決定日以降の契約、支出が補助対象となります。 

 

４．補助対象事業 

次のうち、いずれか一つを満たす事業が対象となります。 

（１）県内外から大田市への観光誘客を期待することができるイベント（イベント実施による集客

数の計測及び補助対象者以外への経済波及効果が見込めるものに限る。） 

（２）世界遺産エリア内（大森町、温泉津町、仁摩町）において実施するイベント 

  ※企画するイベントは、新規のイベントでも既存のイベントでも構いません。 

 

５．補助金の額、補助率及び補助対象経費 

  （１）補助金の額  

１００千円を上限とします。 

  （２）補助率 

     １０分の１０とします。 

※参加費等を徴収するイベントを実施する場合で、余剰金が発生した場合は、その相当額を 

減ずるものとします。  

  （３）補助対象経費 

  ①イベント周知に係る経費 

      ・広告費 

      ・印刷製本費 

     ②イベント運営経費（感染防止対策に必要な経費を含みます。） 

      ・委託料 

      ・謝金、費用弁償 

      ・賃金（イベント準備や当日の運営等事業執行に直接係るもの） 

      ・材料費及び消耗品費（参加者特典やサイン整備等事業執行に直接係るもの） 

      ・使用料及び借り上げ料 
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      ・保険料 

      ・通信運搬費 

     ③その他事業実施に必要と認められる経費 

６．応募資格 

  事業対象者は下記のとおりとします。 

  （１）大田市の観光振興に関わる民間団体（観光協会、商工会議所、商工会、旅館組合、旅行業者、

運輸機関、NPO法人等をいう。） 

（２）上記の民間団体で構成された実施団体 

  （３）その他、市長が適当と認める団体 

        

７．応募方法 

大田市補助金等交付規則に定める交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて提出

してください。 

（１）事業計画書（次の事項を記載すること。） 

  ①事業の目的 

  ②イベント名称 

  ③イベントの実施期間 

  ④具体的なイベント内容 

  ⑤ターゲット（年齢・性別・圏域等） 

  ⑥広報・販促方法 

  ⑦事業の効果（県内外からの集客見込数及び根拠） 

  ⑧新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 

（２）収支予算書またはこれに代わる書類 

 

８．提出先（問い合わせ先） 

  〒６９４－００６４ 大田市大田町大田ロ１１１１ 

   大田市役所産業振興部観光振興課 

   ＴＥＬ：０８５４－８３－８１９３ ＦＡＸ：０８５４－８２－９１５０ 

   E-mail：o-kankou@city.oda.lg.jp 

 

９．審査・採択・決定 

  （１）交付申請書の記載内容について、照会させていただくことがあります。 

  （２）採択した事業については、実施方法や執行額などに条件を付す場合があります。 

 

 


